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１．業界団体が全国的に展開している対策や提言
①「ＬＰガス快適生活向上運動 “もっと安全さらに安心” 」実施状況（１／２）

○一般社団法人全国ＬＰガス協会は、2018年4月から2021年3月までの３年間、 「ＬＰガ
ス快適生活向上運動 “もっと安全さらに安心” 」を実施。

○地域性を踏まえた対策を行うため、都道府県協会が中心となりＬＰガス販売事業者と連携
を密に活発な運動を展開するよう計画して実施。

○2017年度の事故傾向を分析し、増加している他工事事故対策を推奨事項に追加。

「ＬＰガス快適生活向上運動 “もっと安全さらに安心” 」 （2018年4月から３年間）
【全国目標】
重大事故（Ｂ級以上の事故）ゼロ
ＣＯ中毒事故ゼロ

●2018年度の具体的推奨事項

①自主保安活動チェックシートを活用した自己診断の推進

②業務用施設の事故防止対策の推進（ＣＯ中毒事故防止等）

③住宅における不完全燃焼防止装置の付いていないお客様への交換促進及び特別な注意喚起

④供給機器の期限管理の徹底

⑤ガス栓カバーの設置促進

⑥他工事による事故防止

⑦ガス放出防止型高圧ホースの設置促進

⑧災害時の連絡体制及び支援体制の整備

⑨長期使用製品安全点検制度における特定保守製品の所有者登録促進
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○都道府県協会は、自らの実施計画を策定の上、運動を実施した。
○なお、都道府県協会が実施する主な対策及び特色ある対策は以下のとおり。
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１．業界団体が全国的に展開している対策や提言
①「ＬＰガス快適生活向上運動 “もっと安全さらに安心” 」実施状況（２／２）

【都道府県協会が実施する主な対策】

◇ 販売事業者に起因する事故防止

◇ 自然(雪害含む)災害対策

◇ ＣＯ中毒事故防止(業務用厨房施設・一般消費者含む) 

◇ お客様の不注意による事故防止

◇ 他工事事故対策

【特色ある対策】

◇ ＬＰガス保安カレンダーの作成 ◇ 災害対策委員会の立ち上げ

◇ 埋設管表示シール ◇ 販売コンテストの実施

◇ 「ＬＰガス災害対策推進表示制度」を創設し、お客様にアピール



○日本液化石油ガス協議会を始めとする七
協議会は、2012年10月から以下（１）
～（３）の３項目を行動基準として採択し、
毎年実態調査を実施。なお、2017年度か
ら（４）、（５）の２項目が追加され、
2018年度の結果を2019年2月にとりまとめ
た。

（１）消費者に起因するＬＰガス事故の防

止対策としてのガス栓カバーの普及促進

（２）事業者に起因するＬＰガス事故の防

止対策としての調整器の期限管理の実態

調査

（３）業務用施設におけるＣＯ中毒事故対

策機器の普及状況の実態調査

（４）ガス放出防止型高圧ホース又はガス

放出防止器の設置率向上

（５）高齢者世帯への保安特別活動の実

施

１．業界団体が全国的に展開している対策や提言
②七協議会における行動基準の採択
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液化石油ガスの保安に特化した指導者の育成を行い（保安専門技術者指導等事業）、その指導
者が各地域で講習会を行ったり、中小の液化石油ガス販売所等で個別に指導を行うこと（地域保
安指導事業）により、全体的な保安レベルの維持、向上を図る。

○保安専門技術者の育成（2018年度実績：講習会延べ21回、修了者数延べ212人）
・法令指導講習
・保安業務指導講習
・ＣＯ中毒事故防止技術講習
・ＬＰガス災害対策講習

指導者の育成（保安専門技術者指導等事業）

○地域保安講習会の実施（2018年度実績：講習会53回、受講者数4,160人）
○中小零細販売事業者への個別指導・点検調査指導

（2018年度実績：事業所96カ所、受講者数217人）

指導者による地域保安講習会等の実施（地域保安指導事業）

２．保安教育の確実な実施
保安専門技術者指導事業及び地方における講習会等

液化石油ガス保安指導者の育成と講習会等の実施（委託事業）
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３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
①液化石油ガス消費者保安功績者表彰（１／２）

埼玉県
株式会社伊藤燃料

東京都
武陽液化ガス株式会社

富山県
株式会社吉田住宅設備

静岡県
長田ガス株式会社

滋賀県
有限会社中村ホームガス
有限会社北伊ホームガス
有限会社宮川燃料
有限会社たわだ商店
株式会社山﨑ライフエナジー
グッドライフエナジー株式会社

兵庫県
但馬米穀株式会社ガスセンター
洲本液化ガス株式会社
井本産業株式会社
有限会社丸八石油

2018年度 （54件）
北海道
丸彦小野商事株式会社
道央ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ株式会社上富良野ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
北海道ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ株式会社中標津ﾀｹｳﾁｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
渡島ガス株式会社
道南ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ株式会社倶知安ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ハローガス旭川株式会社
八港石油有限会社
道東ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ株式会社足寄ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

岩手県
株式会社笠井
小原自動車工業株式会社

茨城県
野内商事株式会社
株式会社水沼
有限会社菊地金物店
有限会社野中屋商店

群馬県
有限会社山田燃料
金井燃料店

○技術総括・保安審議官表彰、高圧ガス保安協会長表彰、ＬＰガス安全委員会長表彰
の受賞者
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３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
①液化石油ガス消費者保安功績者表彰（２／２）

鳥取県
株式会社ウチダレック
株式会社トンボプロパンガス

岡山県

大内石油株式会社

斎藤産業株式会社

大和マルヰガス株式会社本社

大和マルヰガス株式会社吉備営業所

大和マルヰガス株式会社総社営業所

青木ガス機器産業株式会社笠岡営業所

広島県
上島瓦斯株式会社
有限会社芸北プロパン不二屋
竹村石油株式会社
株式会社榊原商店

福岡県

株式会社髙岡

大分県
株式会社ダイプロ北部販売四日市営業所
株式会社ダイプロ別杵国東販売別府営業所
株式会社ダイプロ大分販売東部営業所

沖縄県
大東ガスパートナー株式会社

日液協
大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社堺支店
東綱商事株式会社土浦営業所
イワタニ福島株式会社いわき支店

中国保連協
株式会社ガスパル中国
山陰酸素工業株式会社出雲支店邑智営業所

九液協
株式会社ガスパル九州

産業保安監督部四国支部
株式会社ガスパル四国
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３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
②認定液化石油ガス販売事業者 250者（１／３）

本省（ガス安全室）所管
橋本産業株式会社、マルハ産業株式会社、伊丹産業株式会社、ガス
テックサービス株式会社、フジホームサービス株式会社、太平産業株式会
社、西日本液化ガス株式会社、株式会社ガスパル、サンリン株式会社、
全国農業協同組合連合会、全農エネルギー株式会社

関東・東北産業保安監督部 所管
京濱燃料株式会社、日本コークス販売株式会社、株式会社ライフコメリ

中部・近畿産業保安監督部 所管
名古屋プロパン瓦斯株式会社、朝日ガスエナジー株式会社、日通エネル
ギー中部株式会社

中部・近畿産業保安監督部近畿支部 所管
阪奈瓦斯株式会社、株式会社ミツワ

中国・四国産業保安監督部 所管
つばめガス株式会社、日ノ丸産業株式会社、株式会社ガスパル中国、イ
ワタニ山陰株式会社

中国・四国産業保安監督部四国支部 所管
株式会社ガスパル四国

九州産業保安監督部 所管
株式会社ガスパル九州、九工ガス株式会社

北海道 所管
株式会社ホクタン、帯ガス燃料株式会社、札幌第一興産株式会社

青森県 所管
桝澤石油店

岩手県 所管
東邦スワン株式会社、株式会社丸片ガス、株式会社細谷地、二戸ガス
株式会社

宮城県 所管
いしのまき農業協同組合、株式会社アミックス、カガク興商株式会社

秋田県 所管
株式会社やすとく

山形県 所管
山形酸素株式会社、鶴岡市農業協同組合、酒田市袖浦農業協同組
合、株式会社みどりサービス、株式会社あいとサービス

福島県 所管
金成燃料株式会社、株式会社あんしん、有限会社宗像清商店、株式
会社アポロガス、ＪＡあいづ燃料株式会社、株式会社ＪＡいわき市燃
料サービス、会津よつば農業協同組合、夢みなみ農業協同組合

茨城県 所管
有限会社鈴木清蔵商店、株式会社水沼

栃木県 所管
株式会社石澤商店、有限会社金子商店、株式会社タナカ石油ガス、有
限会社ダイセイ、有限会社鬼怒川食販岩本、協同組合栃木エルピーガ
スセンター、有限会社モリタヤ商事、マルヰガス宇都宮株式会社、株式会
社ＪＡエルサポート、有限会社ナガサワ

群馬県 所管
有限会社大澤商店、館林･ハシモト･エネルギー株式会社、甘楽富岡農
業協同組合、新田みどり農業協同組合、株式会社カナメ

液石法第３５条の６に基づき経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けた事業者
（2018年9月末時点）
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３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
②認定液化石油ガス販売事業者 250者（２／３）

埼玉県 所管
有限会社秋葉中店、株式会社勇内山ホームガス、横川石油ガス株式
会社、有限会社北田油店、有限会社宮沢燃料、小山商事株式会社、
株式会社どばし、有限会社コバヤシ商事、有限会社丸久小川商店、株
式会社遠藤商店、株式会社エクシング

千葉県 所管
有限会社吉浜庄蔵商店

東京都 所管
西東京農業協同組合、多摩・ハシモト・エネルギー株式会社

神奈川県 所管
有限会社城進燃料、神奈川ガス株式会社、東亜ガス株式会社

新潟県 所管
新潟・ハシモト・エネルギー株式会社、北陸天然瓦斯興業株式会社、東
邦新潟株式会社

山梨県 所管
フルーツ山梨農業協同組合、クレイン農業協同組合、梨北農業協同組
合、株式会社さんけい

長野県 所管
千曲通商株式会社、朝日オーム株式会社、早武商店、株式会社岐阜
屋、株式会社森田、有限会社小林農産、株式会社堀内商事、長野日
石ガス株式会社、北信ガス株式会社、軽井沢ガス株式会社、有限会社
田中燃料店

静岡県 所管
遠州中央農業協同組合、菊水商事有限会社、株式会社中川

富山県 所管
株式会社三ノ宮燃料、中越産業株式会社、丸三商事株式会社、富
山・ハシモト・エネルギー株式会社、宇奈月通運株式会社

石川県 所管
有限会社東燃プロセス、珠洲市農業協同組合

岐阜県 所管
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社、めぐみの農業協同組合、東美濃
農業協同組合、平和プロパン瓦斯株式会社、株式会社山善商店、高
山エルピージー販売株式会社、飛騨農業協同組合、丹羽ガス株式会社、
西美濃農業協同組合、山十商事株式会社、株式会社井澤商店、合
名会社田中屋商店、株式会社野寺商店、いび川農協LPGセンター、群
上ガス株式会社、有限会社前田プロパン、牛丸石油株式会社

愛知県 所管
あいち三河農業協同組合、蒲郡市農業協同組合、株式会社エネチタ、
名古屋エネルギー株式会社、株式会社コジマガス、愛知東農業協同組
合、株式会社スマイルガス、手島ガス住設株式会社、株式会社ガステム、
ひまわり農業協同組合

三重県 所管

志摩ガス協業組合、伊勢ふるさと農業協同組合、株式会社モリ京、有限
会社ナカノ、多気郡農業協同組合、一志東部農業協同組合、石井燃
商株式会社、三重北農業協同組合、鳥羽志摩農業協同組合、三重コ
ープ産業株式会社、株式会社ＪＡサービス三重四日市、松坂農業協
同組合、株式会社ジェイエイサービス伊勢

福井県 所管
株式会社コープ武生、AOIホームエネルギーソリューション株式会社、共和
マルヰ株式会社、有限会社梶野商店

滋賀県 所管
有限会社中村ホームガス、有限会社宮川燃料、有限会社北伊ホームガ
ス、有限会社たわだ商店

京都府 所管
株式会社京丹後エネルギー、有限会社峰山石油

大阪府 所管
ガスワークオカゲ株式会社、株式会社大栄液化ガス、西本ガス住設機器
株式会社、木村商店、株式会社コンシェルジュ、株式会社大栄液化ガス
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３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
②認定液化石油ガス販売事業者 250者（３／３）

兵庫県 所管

株式会社ダイワ、三木産業株式会社、杉本商店、目薬屋商店、タツミ
産業株式会社、市野商店、ハリマホームガス株式会社、脇田商店、毎
日ガスセンター株式会社、船喜商店、但馬米穀株式会社

奈良県 所管
西谷マルヰ株式会社

和歌山県 所管
エコガス株式会社、杉尾プロパンガス店

鳥取県 所管
鳥取瓦斯産業株式会社、株式会社ＪＡいなば燃料センター、株式会
社ＪＡ中央サービス、株式会社トンボプロパンガス、株式会社鳥取西部
ジェイエイサービス

鳥取県 所管
イワタニ島根株式会社

岡山県 所管

浅野産業株式会社、新見ガス株式会社、中央ガス株式会社、有限会
社古森プロパン店、大和マルヰガス株式会社、矢掛マルヰ株式会社、有
限会社金友商店、横山石油株式会社、岡山ガスプロパン株式会社、合
田産業株式会社、東部アサノエネルギー株式会社、サーンガス共和株式
会社

広島県 所管

かなめだ商店（要田 軍司）、有限会社粟井商店、吉田物産株式会
社、株式会社正原、可部ガス販売株式会社、有限会社西本屋、有限
会社中村設備産業、有限会社岡田燃料店、株式会社三次クミアイ燃
料、広島ガス高田販売株式会社、正木商事株式会社、株式会社広島
クミアイ燃料、広島ガス三次株式会社、青木プロパン株式会社、株式会
社槇原プロパン商会

山口県 所管
株式会社マダ

徳島県 所管
宮崎商事株式会社、徳島シティガス株式会社、阿波みよし農業協同組
合

愛媛県 所管
共同瓦斯株式会社、株式会社天宗、西条市農業協同組合、今治立
花農業協同組合、西宇和農業協同組合

高知県 所管
アイランドガス有限会社

福岡県 所管
三陽ガステック株式会社、北九州プロパン瓦斯株式会社、龍王ガス株式
会社、福岡ライフエナジー株式会社

佐賀県 所管
株式会社ＪＡライフサポート佐賀、伊万里市農業協同組合、佐賀県農
業協同組合、唐津農業協同組合、株式会社ヒラオカ

長崎県 所管
有限会社長崎新光ガス

大分県 所管

株式会社ダイプロ大分販売、株式会社ダイプロ南部販売、株式会社ダイ
プロ日田、株式会社ダイプロ別杵国東販売、株式会社ダイプロ豊肥販売
、株式会社ダイプロ北部販売

宮崎県 所管
東洋プロパン瓦斯株式会社

鹿児島県 所管

あいら共同株式会社、株式会社きもつき、株式会社ジェイエイエコパル、
そお鹿児島農業協同組合

沖縄県 所管
有限会社セゾン社、大東ガスパートナー株式会社

10



４．ＣＯ中毒等事故防止対策
①食品工場及び業務用厨房施設でのＣＯ中毒事故防止注意喚起（2018年8月1日）

11

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について（要請）
＜2018年8月1日＞

○経済産業省から、次の団体あてに実施要請
全国ＬＰガス協会、日本液化石油ガス協議会、全国ＬＰガス保安共済事業団
高圧ガス保安協会、日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会
日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会、日本フランチャイズチェーン協会、
日本ショッピングセンター協会、新日本スーパーマーケット協会

○経済産業省から、次の関係省庁宛てに、関係機関・関係団体への注意喚起を要請
総務省 消防庁 予防課
厚生労働省（医薬・生活衛生局 生活衛生課、労働基準局 化学物質対策課）
農林水産省（食料産業局 食文化・市場開拓課外食産業室、食品製造課）
文部科学省（初等中等教育局 教育課程課、産業教育振興室、健康教育・食育課）
国土交通省 観光庁 観光産業課

（１）ガス消費設備使用中は、冷暖房機を使用する時期を含め、必ず換気（給排気）を実施すること。
（２）ガス消費設備の点検（使用開始時と使用終了時、１日１回以上の作動状況点検等）及び異常時の危険

防止措置を講じること。
（３）ガスの消費設備及び換気設備の使用に際して、取扱説明書を十分に読んだ上で適切に使用するとともに、ほこ

りや汚れの除去、フィルターの清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を実施すること。
（４）グリスフィルター、脱臭フィルター等の定期的な清掃又は交換を実施すること。
（５）万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。

内容：ガス消費設備の使用者と管理者への注意喚起

～2010～2017年度にも同様の注意喚起を関係省庁に要請～

◎食品工場及び業務用厨房施設等でのＣＯ中毒事故
2018年：５件（死者０名、症者１９名）、2017年：３件（死者０名、症者７名）

※2018年6月末時点



要請文書

（文部科学省宛の例）

12



４．ＣＯ中毒等事故防止対策
②業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故連絡会議（2018年7月11日）

【参加省庁】
内閣府 消費者庁 消費者安全課
総務省 消防庁 予防課
文部科学省 初等中等教育局 教育課程課
文部科学省 初等中等教育局 初等中等教育局産業教育振興室
文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課 外食産業室
農林水産省 食料産業局 食品製造課
国土交通省 観光庁 観光産業課
経済産業省 製造産業局 産業機械課
経済産業省 製造産業局 生活製品課
経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課
経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室
経済産業省 産業保安グループ ガス安全室
経済産業省 産業保安グループ 製品安全課

○業務用厨房施設等における一酸化炭素（ＣＯ）中毒により、消費者、労働者が被災する事
故が多発している状況を踏まえ、危害防止に資する事故情報や行政の取組事例等の情報交
換を目的として、関係省庁による会議を設置。

○2010年4月に第１回を開催、2018年7月11日で９回目。
○第９回ＣＯ中毒事故連絡会議では、事故の状況、普及啓発活動及び技術開発の状況等に
ついて、関係省庁及び関係団体と意見交換を行うとともに、当該関係省庁及び関係団体に対
し、事故防止に係る協力要請を実施。

13



４．ＣＯ中毒等事故防止対策
③業務用厨房メンテナンスによる事故防止ついての注意喚起のためのリーフレット

○経済産業省は、総務省消防庁と協力し、業務用厨房でのガス機器等の清掃・メンテナンス
について、リーフレットを作成。消防庁のＨＰに掲載。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html 14



○経済産業省産業保安ＨＰに「我須野（がすの）一家の部屋」を掲載。ＬＰガス及び都市
ガスを使う際のポイントや非常時の対応等の情報を掲載。ＰＣ及びスマートフォンで閲覧が
可能。

○今年度は小学生を対象にＣＯ中毒事故防止の注意喚起等について、 「我須野（がす
の）一家の部屋」 に小学生向けコンテンツの追加、小学生新聞への広告掲載を実施。

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
④ガスの消費者等への注意喚起

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/gas_
anzen/index.html

小学生向けコンテンツ
我須野（がすの）一家の部屋

（左：PC画面 右：スマートフォン画面）

15



４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑤関東東北産業保安監督部管轄内における事故防止の注意喚起

○関東東北産業保安監督部は、2018年4月に「ガス機器に係る一酸化炭素中毒事故が頻
発しております」（注意喚起）を、ホームページ上で実施。

16

http://www.safety-
kanto.meti.go.jp/gas/2City%20gas/COjikochuuikanki20180412.pdf



４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑥飲食店向けへの注意喚起

○中部近畿産業保安監督部近畿支部は、支部ＳＮＳを活用し、管内の飲食店に向け、業
務用厨房でのＣΟ中毒事故防止の注意喚起を実施。

https://twitter.com/kinkan_tweet
17

2018年3月22日に公式アカウントを開設。
近畿支部ホームページの「近畿支部のTwitter」を
クリックすれば、ご覧いただけます。

〇中部近畿産業保安監督部近畿支部ホームページ



４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑦安全なガス機器への交換促進のためのリーフレット

○ＬＰガス安全委員会は安全なガス機器への取替え促進についてのリーフレットを2018年2
月に作成、周知。

http://www.lpg.or.jp/download/pdf/h30_gaskonro_download.pdf
18



４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑧安全なガス機器への交換促進のためのリーフレット

○ＬＰガス安全委員会は安全なガス機器への取替え促進についてのリーフレットを2017年2
月に作成、周知。

http://www.lpg.or.jp/download/pdf/ogenkidesuka_dw.pdf
19



http://www.lpg.or.jp/download/pdf/kate
i_e.pdf

20

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑨家庭用・業務用LPガス保安ガイド（英語版）

○ＬＰガス安全委員会は安全なガス機器への取替え促進について外国語版（英語、ポルト
ガル語、スペイン語、中国語、韓国語）のリーフレットを2016年10月に作成、周知。

（英語版の例）

http://www.lpg.or.jp/download/pdf/gyom
u_e.pdf



５．一般消費者等に起因する事故防止対策
①用途別周知パンフレットの作成・配布

○全国ＬＰガス協会は、用途別周知パンフレットを作成し、ＬＰガス販売事業者等を通じて
一般消費者等に配布。

21



22

○経済産業省は、消費者起因の事故防止のための以下のリーフレットを作成し、ホームページ
に掲載。

ガス栓カバー

消費機器管理

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/indu
strial_safety/sangyo/lpgas/files/kikikanri.pdf

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_
safety/sangyo/lpgas/files/gokaihou.pdf

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
②消費者への注意喚起のためのリーフレット
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○経済産業省は産業保安ＨＰに「我須野（がすの）一家の部屋」に、一般消費者、飲食
店事業者向けのチラシを掲載。

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
③消費者への注意喚起のためのリーフレット

http://www.meti.go.jp/policy/sa
fety_security/industrial_safety/s
angyo/lpgas/gas_anzen/img/lea
flet-lp-gas_01.pdf

http://www.meti.go.jp/policy/sa
fety_security/industrial_safety/s
angyo/lpgas/gas_anzen/img/lea
flet-lp-gas_02.pdf

一般消費者向けチラシ 飲食店事業者向けチラシ
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○中部近畿産業保安監督部近畿支部は、近畿地方ＬＰガス懇談会向けの資料を作成し、
消費者団体の代表者へ、事故防止のための情報の発信先を周知。

○近年、多く発生している、器具の長期間使用での事故防止のため、「『長期使用製品安全
点検制度』について」照会を実施。

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
④消費者への注意喚起（お問い合わせ先、資料のダウンロード先の照会）

２０１８／１０／５
平成30年度 近畿地方ＬＰガス懇談会資料
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○岡山県ＬＰガス協会は高齢者向け啓発パンフレットを作成し、会員企業に配布。中国液
化石油ガス保安協議会は同協会の協力を得て、独自に同様のパンフレットを印刷し、会員
企業等に配布。

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑤高齢者への注意喚起
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○ＬＰガス安全委員会は消費者保安啓蒙ポスターを2018年６月に作成。

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑥消費者への注意喚起

http://www.lpg.or.jp/campaign/campaign2015.html



５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑦ガス栓カバーの出荷数

○2012年以降、保安対策指針でガス栓カバーの設置を推奨。

出典：一般社団法人日本エルピーガス供給機器工業会

個

暦年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

上半期（1-6月）
下半期（7-12月）

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

出荷数 26,052 9,120 22,642 8,752 155,144 250,858 172,268 176,508 209,435 209,467 226,001 231,275 260,695 196,365 203,651 171,736 171,798 164,366

27

ガス栓カバー 半期毎出荷推移



６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
①他工事事故防止についての注意喚起のためのリーフレット

○経済産業省は、厚生労働省と協力し、他工事事故防止についての注意喚起のためのリーフ
レットを作成し、ホームページに掲載。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/indus
trial_safety/sangyo/lpgas/files/0226takoji.pdf

28



６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
②他工事事故防止についての注意喚起のためのリーフレット

○経済産業省は産業保安ＨＰに「我須野（がすの）一家の部屋」に、一般消費者等向け
の他工事事故防止についての注意喚起のためのコンテンツを掲載。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety
/sangyo/lpgas/gas_anzen/img/leaflet-lp-gas_03.pdf

29



○ガス機器の給気・排気部を閉塞したまま機器を使用した場合、機器の着火・爆発や異常燃
焼による機器の破損のほか、酸素不足による酸欠や不完全燃焼による一酸化炭素中毒の
発生のおそれがあり、消費者が死亡する事例も発生している。

○住宅塗装工事におけるガス機器の給気・排気部の閉塞によるガス事故
・2014年から2018年の５年間：計110件発生（液化石油ガスと都市ガスの合計）

○こうした状況を踏まえ、2019年2月６日、国土交通省土地・建設産業局市場整備課長
宛て、塗装工事業者の業界に対し以下の要請を行うよう協力を依頼。
・養生を行う場合は、ガス機器の給気部及び排気部を塞がないこと。
・やむを得ずガス機器の給気・排気部をビニールシート等で塞ぐ場合には、当該ビニールシート
等を取り除くまでは絶対にガス機器を使用しないよう、住人への周知を徹底すること。
・工事終了後は、速やかに養生のためのビニールシート等を外すこと。

◎同日付けで、全国ＬＰガス協会、日本液化石油ガス協議会、全国ＬＰガス保安共済事業団、
日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会に対して、ガス事業者を通じた一般消費者への周知を
依頼。

６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
③経済産業省（本省）から国土交通省への協力依頼（2019年2月６日）

30
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要請文書



○建設工事等における事故が液化石油ガス及び都市ガスにおいて、2013年から2017年の
５年間で計616件発生、負傷者数39名に上っていることから、経済産業省は、厚生労働
省、国土交通省に対し、事故防止のため協力要請を実施。

○ＬＰガス販売事業者に対しても、全国ＬＰガス協会や日本液化石油ガス協議会を通じ、
協力要請を行った。

６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
④建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（2019年2月６日）

32

（国土交通省宛の例）



６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
⑤他工事事業者向けの注意喚起

○中部近畿産業保安監督部近畿支部は、他工事業者における液化石油ガス及び都市ガス
の事故の防止に向け、他工事業者をはじめ、発注元である消費者に対しても、ＳＮＳで注
意喚起を実施。

33



６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
⑥他工事事故防止についての注意喚起のための埋設管表示シール

○岡山県ＬＰガス協会は他工事事故の未然防止を図るため、「埋設管表示シール」を作成し

会員企業等に配布。中国液化石油ガス保安協議会も会員企業が積極的に活用。

34

シール見本 貼付例



７．質量販売に係る事故防止対策
①質量販売事故防止についての注意喚起のためのリーフレット

○経済産業省は、総務省消防庁と協力し、消費者に対する質量販売事故防止の注意喚起
のためのリーフレットを作成し、ホームページに掲載。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/1216s
hitsuryohanbai.pdf 35



７．質量販売に係る事故防止対策
②質量販売事故防止についての注意喚起

○中部近畿産業保安監督部近畿支部は、ＳＮＳを活用し、消費者に対する質量販売事
故防止の注意喚起を実施。

36



７．質量販売に係る事故防止対策
③山小屋ＬＰガス使用者向けのＣＯ中毒事故防止の注意喚起リーフレット

○経済産業省は、山小屋のＬＰガス使用者向けに、ＣＯ中毒事故防止の注意喚起のため
のリーフレットを作成し、ホームページに掲載。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/lpghoans
yuuchi.html 37



８．落雪対策
①北海道産業保安監督部管轄内における事故防止の注意喚起

（2019年１月7日）

○北海道産業保安監督部は、2019年１月に「雪によるＬＰガス事故の発生防止について」、
ホームページ上で注意喚起を実施。

http://www.safety-
hokkaido.meti.go.jp/sangyo_hoan/lp_gas/caution/indexsnow.htm
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８．落雪対策
②関東東北産業保安監督部東北支部管轄内における事故防止の注意喚起

（2018年11月7日）

○関東東北産業保安監督部東北支部は、2018年11月に管内の一般消費者等に、降積
雪期における事故防止のための注意喚起を呼びかけた。

http://www.safety-
tohoku.meti.go.jp/sangyo_hoan/topics/h30topics/301107setugai.pdf
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イ 容器設置場所と防護

①玄関脇に設置する ②切妻側に設置する ③軒下に設置する

④容器周辺を囲う ⑤容器収納庫に収納する

ロ 供給設備・配管等の対策

①配管のサイズアップまたは材質等の変更を行う

例）転造ネジの使用、20Ａの管径の使用（供給管） 等

②横引き配管は、軒下または出窓等の雪の影響がない場所に取り付ける

③横引き配管の支持は、サドルバンドまたはアングル架台を使用する

④支持するネジは、躯体で固定する

⑤横引き配管のソケット、チーズの接続部は、強度を持たせるため支持を前後100mm以内とする

⑥集合管と自動切替調整器の接続がねじ込みの場合は、ねじ込み部の100mm以内に支持金物を取り付ける

⑦自動切替調整器、ガスメーターを取り付ける場合は、できるだけ壁面に近着するよう取り付ける

⑧自動切替調整器は、ガスメーターの下部に設置する

⑨張力式ガス放出防止型高圧ホースを設置する（容器が転倒した場合に有効）

ハ 事故予防体制の整備

○雪害発生時の対応

①緊急時連絡先の整備（ステッカー等での周知） ②消費者に対する協力要請（火を消す、バルブを閉める等）

③通報受付の徹底（氏名、住所、事故の内容等） ④社内体制の整備 ⑤器材の整備

⑥その他（病院等における対応、自治体との連携、交通途絶時の対応等）

○ＬＰガス漏えい時の措置

・容器バルブの閉止、火気の使用中止、滞留したガスについては防爆型ファンによる送風または吸引をする 等

８．落雪対策
③一般社団法人北海道ＬＰガス協会における雪害対策

○一般社団法人北海道ＬＰガス協会においては、2011年5月に「ＬＰガス設備の雪害対策について」を改訂、「実行
可能なものはすぐに実施」として以下の具体的な対策を推進中。

○これらの対策の実施が１つでも増えれば、また、そのような事業者が増えれば、雪害事故は確実に減少するものと期待。
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○経済産業省は、消費者に対する雪害事故防止の注意喚起のためのリーフレットを作成し、
ホームページに掲載。

８．落雪対策
④雪害事故防止についての注意喚起のためのリーフレット

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/1121s
etsugai.pdf 41



９．自然災害対策
①「ＬＰガス災害対策マニュアル（改訂版）[改]」を公表（2018年9月）

42

○ 「東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について」（2012年3月総合資源エネ
ルギー調査会 高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会報告書）において、「14の対応
策」を提示。

○これらの具体化について、経済産業省からの依頼を受け、高圧ガス保安協会「地震対策マニュアル分科
会」において「ＬＰガス消費者地震対策マニュアル」をベースに2013年3月に「ＬＰガス災害対策マニュ
アル」を作成。

○また、熊本地震を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具体的な取組について、2017年9月
に 「ＬＰガス災害対策マニュアル第２次（改訂版）」として一部改訂を行った。

○更に、迅速な情報把握するため、情報収集体制・発信の一元化等改訂し、2018年9月に 「ＬＰガス
災害対策マニュアル（第２次改訂版[改]）」を公表。

図 大規模災害時における情報集約等のフロー



９．自然災害対策
②災害で避難する場合の注意

○2018年において、近畿地方では、大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号等、多く自然
災害が発生。

○避難した消費者が、帰宅したときに未使用ガス栓を開放し、漏えい爆発事故が発生したこと
から、避難時の注意点を発信し、事故防止を周知。
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